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【水質検査計画とは】 

水質検査計画とは、水道の水質検査を「どの場所で」「どのような項目について」

「どれくらいの頻度で」行うかなどを定めたものです。 

水質検査は、水道水が水質基準に適合し安全であることを保証するために不可欠

であり、水道水の水質管理において基本となるものです。長岡市水道局は、この水

質検査計画に従って水質検査を実施します。その検査結果を皆様にお知らせするこ

とにより、水道水が安全で良質であることをご理解いただき、より一層安心してお

使いいただけるよう適正な水質検査の実施に努めて参ります。 

水質検査センター 
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上水道水質検査計画 

 

 

１ 基本方針                               

 

(1) 目的 

「水道水が水質基準に適合していることを確認する」ことを目的として、水道

法で検査することが義務付けられた水質検査などについて実施します。 

(2) 検査地点 

         水質基準(注 1)が適用される給水栓のほか、原水(注 2)や浄水処理 (注 3)過程におけ

る水など必要な地点とします。 

(3) 検査項目 

以下に挙げる 4種類の項目とします。 

①  毎日検査項目 

給水栓において毎日の検査を水道法で義務付けられている 3 項目 

② 水質基準項目 

水道法で検査が義務付けられている 51 項目 

③ 水質管理目標設定項目 

水質基準項目には含まれないが水質管理上留意すべき項目 

④ その他項目 

水質状況を把握するために必要と思われる項目 

(4) 検査頻度 

水道法施行規則に定められた検査頻度を遵守するとともに、水源の種類、検査

する地点や項目などを考慮して定めます。 
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２ 水道事業の概要                           

 

長岡市の上水道は、大正 15 年 8 月に通水を開始し、全国で 81 番目という古い歴

史のある水道です。以後、数々の拡張を行うとともに平成 17 年度には 9 市町村と

合併し、9箇所の浄水場(所)を持ち、約 24 万 2千人に給水しています。 

 

給水状況（令和 4 年度末現在） 

給水人口 242,706 人  

普及率 99.97 ％  

給水戸数 107,591 戸  

年間総配水量 32,657,994 ｍ３ 

一日最大配水量 110,250 ｍ３ 

一日平均配水量 89,474 ｍ３ 

 

長岡市の上水道は、河川表流水を主な水源としている浄水場 6 箇所(内休止中浄

水場 1箇所）、地下水・湧水を水源としている浄水場(所)が 3 箇所あります。 

(1) 信濃川表流水(注 4)を水源としている浄水場 

・ 妙見浄水場：妙見堰の上流で取水し、長岡地域及び与板・三島・越路・小

国地域の一部に給水 

・ 与板浄水場：与板橋付近で取水し、与板・三島・和島の各地域に給水 

・ 寺泊浄水場：与板橋下流の寺泊町軽井地内で取水し、寺泊地域及び燕市の

一部に給水 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水源の種類 信濃川表流水 

施設の名称 妙見浄水場 寺泊浄水場 与板浄水場 

所在地 妙見町 528-2 寺泊町軽井 238-１ 与板町東与板 501-2 

施設の能力 118,000 ｍ３／日 11,200 ｍ３／日 8,700 ｍ３／日 

浄水処理方法 凝集沈でん 

急速ろ過 

塩素消毒 

凝集沈でん 

急速ろ過 

塩素消毒 

凝集沈でん 

急速ろ過 

塩素消毒 

妙見浄水場 

寺泊浄水場 
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(2) 刈谷田川表流水を水源としている浄水場 

・ 栃尾浄水場：刈谷田川上流の栃堀地内で取水し、栃尾地域に給水 

(3) 渋海川表流水を水源としている浄水場 

・ 大貝浄水場：小国町大貝地内で取水し、小国地域に給水 

・ 不動沢浄水場：現在休止中 

  

    

 

 

(4) 地下水や湧水を水源としている浄水場(所) 

・ 越路浄水場：越路河川公園近隣の深井戸から取水し、越路地域に給水 

・ 柿浄水所 ：柿町地内の深井戸からの湧水で、長岡地域の一部に給水 

・ 村田浄水所：村田地内の湧水で、和島地域の村田地区に給水 

 

  河川水を水源にしている浄水場では、凝集沈でん(注 5)及び急速ろ過(注 6)などの処

理をした後、塩素消毒をして市内に給水しています。また、地下水・湧水を水源に

している浄水場(所)では塩素消毒のみを行って市内に給水しています。 

 

 

水源の種類 刈谷田川表流水 渋海川表流水 

施設の名称 栃尾浄水場 不動沢浄水場 大貝浄水場 

所在地 栃堀 2943 不動沢 388-2 小国町大貝 2270 

施設の能力 13,800 ｍ３／日 3,775 ｍ３／日 3,715 ｍ３／日 

浄水処理方法 凝集沈でん 

急速ろ過 

塩素消毒 

凝集沈でん 

急速ろ過 

塩素消毒 

※現在休止中 

凝集沈でん 

活性炭処理 

急速ろ過 

塩素消毒 

水源の種類 地下水、湧水 

施設の名称 越路浄水場 柿浄水所 村田浄水所 

所在地 浦 3390-1 柿町 1226 村田 1167 

施設の能力 5,100 ｍ３／日 2,100 ｍ３／日 80 ｍ３／日 

浄水処理方法 塩素消毒 塩素消毒 塩素消毒 

栃尾浄水場 

大貝浄水場 
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３ 水道の原水及び水道水の水質状況                    

 

(1) 信濃川表流水の水質状況 

信濃川は、長野県の千曲川や支川の犀川などを上流域に持ち、多くの河川が

集まってできています。新潟県に入ってからも魚野川などと合流し長岡市を経て

日本海へ注ぐ、広大な流域面積を持つ日本でも有数の大河です。 

このように広大な流域をもつ河川水なので、流れてくる間に生活排水、工場

排水や田畑などから肥料や農薬などの影響を受けるおそれがあります。また、大

雨による河川の濁りや冬季間のアンモニア態窒素の上昇、夏季の渇水など、自然

の影響による水質変化があります。 

(2) 刈谷田川表流水の水質状況 

刈谷田川は、栃尾地域の山間地を源流とする川で、栃尾浄水場はその上流域

に位置しています。上流域には人為的汚染源はなく、年間を通じて取水する表流

水の水質は良好ですが、取水口の上流にある刈谷田ダムの放流水の影響を受ける

ことがあります。 

(3) 渋海川表流水の水質状況 

渋海川は、信濃川と同様に気候や季節によって自然の影響による水質変化が

あります。 

ただし、信濃川よりも流域面積が小さく水量が少ないため、外的影響を受けや

すい傾向があります。特に有機物濃度が高くなることがあり、夏季の高温期には、

消毒副生成物(注 7)の一種であるトリハロメタン(注 8)の生成に注意が必要です。 

(4) 地下水、湧水の水質状況 

地下水や湧水は年間を通じて水質の変動も小さく、良好な水質です。 

(5) 水道水の水質状況 

水道水は、水質基準をクリアした安全な水を安心してご利用いただけるよう

お届けしております。 

しかし、浄水場から送り出した水道水が、皆様のお宅に届いてお使いいただく

までに相当の時間を要したり、夏季に水温が高くなったりした際には、残留塩素

(注 9)の低下や消毒副生成物の生成に注意する必要があります。 

また、使用している水道管の劣化や、ご利用の方法などによっても赤水(注 10)

や残留塩素の低下などが起こり、水質の悪化につながることがあります。 

 このため、水道局では定期的な水質検査を行い、適切な水質管理を行うととも

に老朽管などを計画的に更新し、良好な水質の確保を図っております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

信 濃 川 
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４ 定期的な水質検査の項目、頻度及び地点                

 

(1) 法令に基づく検査 

① 毎日検査項目(3 項目) 

給水栓において、毎日検査することが義務付けられている項目です。 

給水区域別に計 27 箇所を選び、検査を行います。 

 

 

 

 

 

 

② 水質基準項目(表－１及び表－２) 

給水栓において、基準値以下で給水することが法令で義務付けられている

51 項目についての検査です。 

市内の各浄水場(所)系を代表する 9 箇所の給水栓を選定し、検査を行いま

す。検査頻度は、項目により異なり月 1 回または年 4 回を原則としますが、

地下水または湧水などで、検出濃度が低いまたは濃度変化が小さい項目につ

いては年 1回とします。 

このことにより、河川水を原水とする浄水場の給水栓(6 箇所)と、地下水ま

たは湧水を原水とする浄水場(所)の給水栓(3 箇所)を検査回数の違いに従って

区分しています。 

(2) 長岡市が独自に行う検査 

① 水質基準項目(表－１及び表－２) 

各浄水場においては、原水及び浄水処理過程の水の検査を行い、浄水処理

の状況を確認します。また、処理後の水が水質基準に適合していることを確

認するために、浄水の検査を行います。 

給水区域が広い浄水場については、供給した水道水の水質状況を確認する

ため、確認地点を複数設けて検査を行います。また、妙見浄水場系の浄水の

一部は山古志簡易水道へ供給しているため、この供給水についての検査も行

います。 

各検査地点の検査項目及び頻度については、表－２のとおりですが、表示

は最低頻度であり、各検査地点で季節などによる水質の変動により水質管理

上必要と思われる項目については、適宜検査を行います。 

② 水質管理目標設定項目(表－３及び表－４) 

水質基準項目には含まれないものの、水質管理上留意すべき項目であり、

水道水の安全性を確保するために検査を行います。検査地点及び頻度は、河

川水を原水とする妙見・与板・寺泊・栃尾・大貝の 5 浄水場で、原水とそれ

ぞれの浄水場系の給水栓について年 4回検査します。 

地下水等を原水とする柿・越路・村田の 3 浄水場(所)の原水及び各浄水場

番

号 
毎 日 検 査 項 目 評  価 

検査頻度／年 

27 箇所 

１ 色 異常でないこと 365 回 

２ 濁り 異常でないこと 365 回 

３ 消毒の残留効果（残留塩素） 0.1 mg/L 以上 365 回 
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(所)の給水栓については、年 1 回の検査を行います。 

なお、本項目におけるＰＦＯＳ及びＰＦＯＡについては水源ごとに検査を行

います。このため、信濃川表流水を取水している妙見・与板・寺泊浄水場につ

いては、与板浄水場とその代表給水栓のみを検査地点とします。 

③ その他の項目(表－５) 

原水の水質状況を把握するため、上記項目以外で必要と思われる項目につ

いて検査を行います。 

クリプトスポリジウム、ジアルジア(注 11)及び指標菌(注 12)については、厚生労

働省が定めた「クリプトスポリジウム等対策指針」に基づき検査を行います。 

また、それに加えて厚生労働省の通知を受け、放射性物質の検査を実施し

ています。長岡市では、基幹浄水場である妙見浄水場の原水及び浄水につい

て 3か月に 1回の検査を行っています。 

(3) 検査地点（図－1） 

法令に基づく検査については、毎日検査は市内 27 箇所であり、水質基準 51

項目の検査は浄水場(所)の系統別に 9箇所を選定して検査します。 

長岡市が独自に行う検査としては、8 箇所の浄水場(所)について、原水や浄水

処理過程の水を検査します。さらに、給水区域が広い浄水場系給水栓について

は、確認地点として全浄水場計 9箇所を選定して検査します。 

また、妙見浄水場系の浄水を山古志簡易水道へ送水しているため、その水に

ついても検査します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

水質検査センターで実施する検査の様子 
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河川水 地下水 湧水

妙見浄水場 ① 〇 〇 〇 〇

千手2 ① 〇

悠久町2 ② 〇

乙吉町 ③ 〇

李崎町 ④ 〇

沢下条 ⑤ 〇

濁沢町 ⑥ 〇

寺泊浄水場 ② 〇 〇

寺泊湊町 ⑦ 〇

寺泊本弁 ⑧ 〇

寺泊野積 ⑨ 〇

与板浄水場 ③ 〇 〇

与板町江西2 ⑩ 〇

三島新保 ⑪ 〇

両高 ⑫ 〇

栃尾浄水場 ④ 〇 〇

北荷頃 ⑬ 〇

鴉ヶ島 ⑭ 〇

九川 ⑮ 〇

大貝浄水場 ⑤ 〇 〇

小国町横沢 ⑯ 〇

越路浄水場 ⑥ 〇

浦 ⑰ 〇

柿浄水所 ⑦ 〇

柿町 ⑱ 〇

村田浄水所 ⑧ 〇

村田 ⑲ 〇

山古志

送水給水栓(蛇口)

D

ろ過水 沈殿処理水

水源・浄水場
検査地点

給水栓

検査地点 A B EC

浄水

法令に基づく検査
長岡市が独自に行う検査

給水栓

原D原C原B原A

地
点
番

号

原水

「水質基準項目に係る水質検査」 

表－１．各検査地点における検査区分一覧 
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河川水 地下水 湧水

A B Ｃ Ｄ E 原A 原B 原Ｃ 原Ｄ

1 一般細菌 12 12 12 12 12 12 12 4 12

2 大腸菌 12 12 12 12 12 12 12 4 12

3 カドミウム及びその化合物 0.003 mg/L以下 4 1 1 1 4 1 1

4 水銀及びその化合物 0.0005 mg/L以下 4 1 1 1 4 1 1

5 セレン及びその化合物 0.01 mg/L以下 4 1 1 1 4 1 1

6 鉛及びその化合物 0.01 mg/L以下 4 1 1 1 4 1 1

7 ヒ素及びその化合物 0.01 mg/L以下 4 1 1 1 4 1 1

8 六価クロム化合物 0.02 mg/L以下 4 1 1 1 4 1 1

9 亜硝酸態窒素 0.04 mg/L以下 4 1 1 1 4 1 1

10 シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01 mg/L以下 4 4 4 1 4 1 1

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10 mg/L以下 4 1 1 1 4 1 1

12 フッ素及びその化合物 0.8 mg/L以下 4 1 1 1 4 1 1

13 ホウ素及びその化合物 1.0 mg/L以下 4 1 1 1 4 1 1

14 四塩化炭素 0.002 mg/L以下 4 1 1 1 4 1 1

15 1,４-ジオキサン　 0.05 mg/L以下 4 1 1 1 4 1 1

16 ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.04 mg/L以下 4 1 1 1 4 1 1

17 ジクロロメタン 0.02 mg/L以下 4 1 1 1 4 1 1

18 テトラクロロエチレン 0.01 mg/L以下 4 1 1 1 4 1 1

19 トリクロロエチレン 0.01 mg/L以下 4 1 1 1 4 1 1

20 ベンゼン 0.01 mg/L以下 4 1 1 1 4 1 1

21 塩素酸 0.6 mg/L以下 4 4 4 1

22 クロロ酢酸 0.02 mg/L以下 4 4 4 1

23 クロロホルム 0.06 mg/L以下 4 4 4 1

24 ジクロロ酢酸 0.03 mg/L以下 4 4 4 1

25 ジブロモクロロメタン 0.1 mg/L以下 4 4 4 1

26 臭素酸 0.01 mg/L以下 4 4 4 1

27 総トリハロメタン 0.1 mg/L以下 4 4 4 1

28 トリクロロ酢酸 0.03 mg/L以下 4 4 4 1

29 ブロモジクロロメタン 0.03 mg/L以下 4 4 4 1

30 ブロモホルム 0.09 mg/L以下 4 4 4 1

31 ホルムアルデヒド 0.08 mg/L以下 4 4 4 1

32 亜鉛及びその化合物 1.0 mg/L以下 4 1 1 1 4 1 1

33 アルミニウム及びその化合物 0.2 mg/L以下 4 1 1 1 4 1 1

34 鉄及びその化合物 0.3 mg/L以下 4 1 1 1 4 1 1

35 銅及びその化合物 1.0 mg/L以下 4 1 1 1 4 1 1

36 ナトリウム及びその化合物 200 mg/L以下 4 1 1 1 4 1 1

37 マンガン及びその化合物 0.05 mg/L以下 4 1 1 1 4 1 1

38 塩化物イオン 200 mg/L以下 12 12 12 12 12 12 12 4 12

39 カルシウム、マグネシウム等（硬度） 300 mg/L以下 4 1 1 1 4 1 1

40 蒸発残留物 500 mg/L以下 4 4 1 1 4 1 1

41 陰イオン界面活性剤 0.2 mg/L以下 4 1 1 1 4 1 1

42 ジェオスミン 0.00001 mg/L以下 4 1 1 2 1 1

43 2-メチルイソボルネオール 0.00001 mg/L以下 4 1 1 2 1 1

44 非イオン界面活性剤 0.02 mg/L以下 4 1 1 1 4 1 1

45 フェノール類 0.005 mg/L以下 4 1 1 1 4 1 1

46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 3 mg/L以下 12 12 12 12 12 12 12 4 12

47 ｐH値 12 12 12 12 12 12 12 4 12

48 味 12 12 12 12 12

49 臭気 12 12 12 12 12 12 12 4 12

50 色度 5 度以下 12 12 12 12 12 12 12 4 12

51 濁度 2 度以下 12 12 12 12 12 12 12 4 12

番
号

水質基準項目 基準値

法令に基づく

検査

長岡市が独自に行う検査

原水
浄水

山古志

送水給水栓（蛇口）
沈殿処理水

ろ過水

給水栓

検査頻度／年

100 CFU/ｍL以下

検出されないこと

5.8～8.6

異常でないこと

異常でないこと

表－２．各検査区分における検査内容一覧 
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原水 給水栓 原水 給水栓

1 アンチモン及びその化合物 0.02 4 4 1 1

2 ウラン及びその化合物 0.002 4 4 1 1

3 ニッケル及びその化合物 0.02 4 4 1 1

4 1,2-ジクロロエタン 0.004 4 4 1 1

5 トルエン 0.4 4 4 1 1

6 フタル酸ジ（2-エチルヘキシル） 0.08 4 4 1 1

7 ジクロロアセトニトリル 0.01 4 1

8 抱水クロラール 0.02 4 1

9 農薬類（注） 1 2 2

10 残留塩素 1 4 1

11 カルシウム、マグネシウム等（硬度） 4 4 1 1

12 マンガン及びその化合物 0.01 4 4 1 1

13 遊離炭酸 20 4 4 1 1

14 1,1,1-トリクロロエタン 0.3 4 4 1 1

15 メチルtブチルエーテル 0.02 4 4 1 1

16 臭気強度（TON） 3 4 1

17 蒸発残留物 4 4 1 1

18 濁度 1 4 4 1 1

19 ｐH値 4 4 1 1

20 腐食性（ランゲリア指数） 4 4 1 1

21 従属栄養細菌 4 4 1 1

22 1,1-ジクロロエチレン 0.1 4 4 1 1

23 アルミニウム及びその化合物 0.1 4 4 1 1

24
ぺルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS)及
びペルフルオロオクタン酸（PFOA) 4 4 1 1

注:

注:

注:

農薬類は、40項目について検査を行います。目標値：各農薬の検出値をそれぞれ
の目標値で除した値を合計して、その合計値が１以下であること。

農薬類の測定箇所は、原水では妙見、大貝、栃尾浄水場の３地点、給水栓は妙見
浄水場系１地点とします。

以下

mg/L以下

mg/L以下

度以下

2,000 CFU/mL以下(P)

－1～0

mg/L以下（P）

mg/L以下（P）

以下

検査頻度／年

目A 目D目C目B

河川水(系) 地下水・湧水(系)

mg/L以下

mg/L以下

mg/L以下

mg/L以下

PFOS及びPFOA（注 13）の測定箇所は、妙見、寺泊を除く浄水場（所）の原水及
び代表給水栓の12地点とします。

PFOS及びPFOAの量の和とし
て0.00005mg/L以下（P）

番
号

項目
目標値

（Pは暫定値）

7.5程度

30mg/L以上200mg/L以下

mg/L以下（P）

mg/L以下

10mg/L以上100mg/L以下

mg/L以下

mg/L以下

mg/L以下

mg/L以下

mg/L以下

長岡市が独自に行う検査

目A 目Ｂ 目Ｃ 目Ｄ

村田 ⑲ 〇

村田浄水所 ⑧ 〇

柿町 ⑱ 〇

柿浄水所 ⑦ 〇

浦 ⑰ 〇

越路浄水場 ⑥ 〇

小国町横沢 ⑯ 〇

大貝浄水場 ⑤ 〇

鴉ヶ島 ⑭ 〇

栃尾浄水場 ④ 〇

与板町江西2 ⑩ 〇

与板浄水場 ③ 〇

寺泊湊町 ⑦ 〇

寺泊浄水場 ② 〇

千手2 ① 〇

妙見浄水場 ① 〇

原水 給水栓 原水 給水栓

水源・浄水場
検査地点

地
点
番
号給水栓

検査地点
河川水(系) 地下水・湧水(系)

長岡市が独自に行う検査

妙見 大貝、栃尾 与板、寺泊 柿、越路、村田
千手2、寺泊湊町

鴉ヶ島、江西2、横沢 柿、越路、村田

河川水 河川水 河川水 地下水・湧水 河川水系 地下水・湧水系

1 アンモニア態窒素 12 12 12

2 BOD（生物化学的酸素要求量） 12 4

3 紫外線（UV）吸光度（260nm） 4 4

4 SS（浮遊物質量） 12 4

5 トリハロメタン生成能 4 4

6 DO（溶存酸素） 12

7 アルカリ度 12 4 4 1 4 1

8 酸度 4 4 4 1 4 1

9 電気伝導率 12 4

10 クリプトスポリジウム・ジアルジア 1 1 1

11 指標菌（大腸菌、嫌気性芽胞菌） 4 4 4 4

12
放射性物質（放射性ヨウ素131、
放射性セシウム134、137）

4

番
号

項目

浄水場（所）原水 給水栓

検査頻度／年

「水質管理目標設定項目に係る水質検査」 

表－３．各検査地点における検査区分一覧(左)、表－４．各検査区分における検査内容一覧(右) 

 

「その他項目に係る水質検査」 

表－５．各浄水場における検査内容一覧 
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上水道水質検査地点図   

 

① 妙見浄水場   ⑤ 大貝浄水 場 

② 寺泊浄水場   ⑥ 越路浄水場  

③ 与板浄水場   ⑦ 柿浄水所  

④ 栃尾浄水場   ⑧ 村田浄水所  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

   

  

上水道給水栓検査地点  

① 千手２ ⑧ 寺泊本弁   ⑮ 九川  

② 悠久町２   ⑨ 寺泊野積    ⑯ 小国町横沢  

③ 乙吉町   ⑩ 与板町江西２   ⑰ 浦  

④ 李崎町   ⑪ 三島新保    ⑱ 柿町  

⑤ 沢下条   ⑫ 両高      ⑲ 村田  

⑥ 濁沢町   ⑬ 北荷頃      

⑦ 寺泊湊町  ⑭ 鴉ヶ島  

 ●

寺泊地域 

和島地域 

与板地域 

三島地域 

長岡地域 

越路地域 

小国地域 

栃尾地域 

水源・浄水場検査地点 

（全２７箇所） 毎日検査地点● 
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５ 臨時の水質検査                            

 

  次のような状況の発生によって、水質基準に適合しないおそれがある場合、直ち

に取水を停止するなど必要な措置をとるとともに、臨時の水質検査を行います。 

・ 水源の水質が著しく悪化したとき 

・ 水源に異常があったとき 

・ 水源付近、給水区域及びその周辺等において消化器系感染症が流行したとき 

 ・ 浄水過程に異常があったとき 

 ・ 水道施設が著しく汚染されたおそれがあるとき 

 ・ その他特に必要があると認められたとき 

 ※ 水質検査項目は原則的に全項目とし、状況に応じて項目を決定します。 

 

 

６ 水質検査の方法                            

 

  毎日検査項目、水質基準項目及び水質管理目標設定項目の検査は、国が定めた検

査方法(水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法)等によっ

て行います。 

その他の項目の検査方法は、上水試験方法(日本水道協会)等によって行います。 

 

 

７ 自己検査、委託検査の区分                       

 

  長岡市水道局では、約 120 項目にわたる水質検査のうち、下表の 26 項目を外部

検査機関に検査依頼しますが、それ以外は水道局水質検査センターにおいて自己検

査を行います。 

種別 検査項目 検査機関 検査地点及び頻度 

水質管理目標 

設定項目 

農薬類 

（40 項目のうち 20 項目） 

信濃川・阿賀野川両水系水質協議会 

（水道法第 20 条第３項の厚生

労働大臣の登録を受けた者） 表－4 に掲載 

ペルフルオロオクタンスルホン酸

及びペルフルオロオクタン酸 

水道法第 20 条第 3 項の厚生労

働大臣の登録を受けた者 

その他項目 

クリプトスポリジウム 

ジアルジア 

放射性ヨウ素 

(ヨウ素 131) 

放射性セシウム 

(セシウム 134、137) 

水道法第 20 条第 3 項の厚生労

働大臣の登録を受けた者 
表－5 に掲載 
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８ 水質検査計画及び検査結果の公表                    

 

水質検査計画は、毎事業年度の開始前に作成し、水道局の本局及び各営業所並び

にアオーレ長岡東棟１階の情報ラウンジで閲覧できるようにし、水道局のホームペ

ージにも掲載します。 

本検査計画に基づき実施した水質検査結果は、「水質年報」として、水質検査計

画と同じ場所でご覧いただくことができます。さらに水道局のホームページでは、

各地域の給水栓で実施している毎月の検査結果を公表し、適宜更新しています。 

また、皆様から寄せられたご意見や水道局が行った検査結果などを基に、検査内

容の評価・見直しを行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ 水質検査の精度と信頼性保証                      

 

水道局では、水質検査結果の信頼性を確保するため、平成 27 年 2 月 24 日に水道

GLP (水道水質検査優良試験所規範)の認定を取得しました。4 年毎

に更新審査を受け、正確かつ精度の高い検査体制の維持・向上を

図るとともに、分析機器の整備や検査技術の向上に努めています。 

(1) 水質検査の精度 

基準値及び目標値の 1／10 の定量下限(注 14)が得られ、基準値

及び目標値の 1／10 付近の測定において、変動係数(CV)（注 15)

が無機物では 10％以下、有機物では 20％以下の精度の水質検査を行います。 

(2) 信頼性の保証 

測定者間の誤差やばらつきをなくすために、測定マニュアルに基づいて検査す

るとともに、内部精度管理や妥当性評価を実施し検査の信頼性を確保します。ま

た、国等が行う精度管理の評価試験に積極的に参加し、信頼性の保証に努めます。 

 

 

10 関係機関との連携                           

 

水源河川で水質汚濁事故が発生した場合は、国、県及び流域市町村で組織する

信濃川水質汚濁対策連絡協議会や水道事業体で組織する信濃川・阿賀野川両水系

水質協議会の連絡体制を活用し、関係機関と連携し、迅速かつ適切に対応します。

お 
客 
様 

水質検査計画 

水質検査の結果 

ご意見 
検査の実施 

検査結果の評価 

計画の見直し 
公表 
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簡易水道及び小規模水道水質検査計画 

 

 

１ 基本方針                               

 

(1) 目的 

｢水道水が水質基準に適合していることを確認する｣ことを目的として、水道

法で検査することが義務付けられた水質検査などについて実施します。 

(2) 検査地点 

水質基準が適用される給水栓及び原水とします。 

(3) 検査項目 

以下に挙げる 3種類の項目とします。 

① 毎日検査項目 

給水栓において毎日の検査を水道法で義務付けられている 3 項目 

② 水質基準項目 

水道法で検査が義務付けられている 51 項目 

③ その他項目 

 「クリプトスポリジウム等対策指針」に基づく項目 

(4) 検査頻度 

水道法施行規則に定められた検査頻度を遵守するとともに、水源の種類、検

査する地点や項目などを考慮して定めます。 
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２ 水道事業の概要                            

 

長岡市は小国地域、山古志地域、栃尾地域、川口地域に簡易水道及び小規模水道

があります。 

令和 4年度末現在の水道事業の概要及び給水状況は下表のとおりです。 

 

(1) 小国地域（３箇所） 

名 称 山野田小規模水道 法末簡易水道 八王子小規模水道 

給水区域 山野田地区 法末地区 八王子地区 

給水開始 H2.4.1 H6.4.1 H7.4.1 

水源の種類 湧水 地下水（深井戸） 湧水 

一日最大給水量 12ｍ３／日 74ｍ３／日 27ｍ３／日 

浄水処理の方法 塩素消毒 除鉄・除マンガン 

塩素消毒 

紫外線処理 

塩素消毒 

給水人口 0 人  51 人 36 人 

普及率 — 100％ 81.82％ 

給水戸数 2 戸 45 戸 28 戸 

年間総配水量 1,930ｍ３ 5,846ｍ３ 6,415ｍ３ 

一日平均配水量 5.3ｍ３／日 16.0ｍ３／日 17.6ｍ３／日 

※山野田小規模水道は、定住者がいません。 

 

(2) 山古志地域（２箇所） 

名 称 虫亀簡易水道 山古志簡易水道 

給水区域 虫亀地区 山古志地域（虫亀除く） 

給水開始 H7.4.1 H16.4.1 

水源の種類 湧水 表流水 

一日最大給水量 207ｍ３／日 640ｍ３／日 

浄水処理の方法 塩素消毒 凝集沈殿 

急速ろ過 

塩素消毒 

給水人口   205 人 494 人 

普及率 96.70％ 86.97％ 

給水戸数 121 戸 290 戸 

年間総配水量 32,020ｍ３ 78,705ｍ３ 

一日平均配水量 87.7ｍ３／日 215.6ｍ３／日 

 ※山古志簡易水道は、妙見浄水場から浄水を供給しています。 
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(3) 栃尾地域（７箇所） 

名 称 一之貝簡易水道 新山簡易水道 まんさく簡易水道 

給水区域 一之貝地区 新山地区 田之口、西野俣、中、

木山沢、森上地区 

給水開始 S54.1.20 S56.1.1 H9.4.1 

水源の種類 湧水 湧水 表流水 

一日最大給水量 161ｍ３／日 54ｍ３／日 339ｍ３／日 

浄水処理の方法 塩素消毒 塩素消毒 膜ろ過 

塩素消毒 

給水人口 233 人   53 人 229 人 

普及率 96.68％ 100％ 97.45％ 

給水戸数 108 戸 31 戸 117 戸 

年間総配水量 32,361ｍ３ 5,430ｍ３ 24,286ｍ３ 

一日平均配水量 88.7ｍ３／日 14.9ｍ３／日 66.5ｍ３／日 

 

 

名 称 明道簡易水道 中野俣地区簡易水道 

給水区域 本所、入塩川地区 繁窪、西中野俣地区 

給水開始 H11.12.5 H16.6.1 

水源の種類 表流水 湧水 

一日最大給水量 146ｍ３／日 109ｍ３／日 

浄水処理の方法 膜ろ過 

活性炭吸着 

塩素消毒 

塩素消毒 

紫外線処理 

給水人口 213 人 216 人 

普及率 92.61％ 90.76% 

給水戸数 91 戸 96 戸 

年間総配水量 23,063ｍ３ 20,354ｍ３ 

一日平均配水量 63.2ｍ３／日 55.8ｍ３／日 
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名 称 入東地区簡易水道 山葵谷簡易水道 

給水区域 栗山沢、松尾、寒沢、 

吹谷、下来伝、上来伝地区 

山葵谷地区 

給水開始 H18.9.1 H19.6.15 

水源の種類 表流水 湧水 

一日最大給水量 137ｍ３／日 80ｍ３／日 

浄水処理の方法 活性炭吸着 

除マンガン 

膜ろ過 

塩素消毒 

膜ろ過 

塩素消毒 

給水人口 236 人  50 人 

普及率 95.16％ 100％ 

給水戸数 122 戸 26 戸 

年間総配水量 22,342ｍ３ 4,889ｍ３ 

一日平均配水量 61.2ｍ３／日 13.4ｍ３／日 

 

 

(4) 川口地域（２箇所） 

名 称 川口中央簡易水道 西倉簡易水道 

給水区域 相川、武道窪、和南津、 

中山、牛ヶ島の一部、 

荒谷、東川口、木沢、 

田麦山、西川口の一部 

西川口の一部 

牛ヶ島の一部 

給水開始 Ｓ33.3.31 Ｓ56.12.28 

水源の種類 伏流水 伏流水 

一日最大給水量 2,820ｍ３／日 830ｍ３／日 

浄水処理の方法 凝集沈でん 

急速ろ過 

塩素消毒 

除鉄・除マンガン 

塩素消毒 

給水人口 3,759 人 123 人 

普及率 99.79％ 100％ 

給水戸数 1,461 戸 45 戸 

年間総配水量 612,787ｍ３ 63,470ｍ３ 

一日平均配水量 1,678.9ｍ３／日 173.9ｍ３／日 
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３ 水道の原水及び水道水の水質状況                    

 

(1) 河川表流水の水質状況 

山古志簡易水道は、信濃川表流水を水源として利用しています。(妙見浄水場

から供給されています) 

信濃川は、日本でも有数の大河であり広大な流域をもつことから、流れてく

る間に生活雑排水や工場排水などの影響を受けるおそれがあります。 

また、大雨による濁りなど自然の影響を受けることから、妙見浄水場では、

凝集沈でん、急速ろ過等の処理を行っています。 

栃尾地域のまんさく、明道、入東地区の簡易水道ではそれぞれの河川表流水を

水源として利用しています。山間地の小河川であり、汚染源もなく良質な水です

が、降雨による濁度や有機物濃度の上昇など自然の影響を受けることから、各簡

易水道の原水水質に合わせて膜ろ過処理(注 16)、除鉄・除マンガン処理、活性炭

吸着処理(注 17)を行っています。 

(2) 伏流水の水質状況 

川口地域の川口中央簡易水道、西倉簡易水道では、魚野川または信濃川の伏

流水(注 18)を水源として利用しています。伏流水は、渇水など自然の影響を多少

受けることから川口中央簡易水道では凝集沈でん処理、西倉簡易水道は除鉄・除

マンガン処理を行っています。 

(3) 地下水、湧水の水質状況 

簡易水道の大半が地下水や湧水を水源として利用しており、年間を通じて安定

した良好な水質です。ただし、湧水の中には指標菌が検出されるところがありま

す。このため、山葵谷簡易水道では膜ろ過処理を、中野俣地区簡易水道（西中野

俣地区）と八王子小規模水道では紫外線処理(注 19)をしています。 

また、法末簡易水道では原水に鉄及びマンガンが多く含まれているため、除去

処理をしています。 

(4) 水道水の水質状況 

水道水は、水質基準をクリアした安全な水を安心してご利用いただけるよう

お届けしております。 

しかし、浄水場から送り出した水道水が、皆様のお宅に届いてお使いいただく

までに相当の時間を要したり、夏季に水温が高くなったりした際には、残留塩素

の低下や消毒副生成物の生成に注意する必要があります。 

また、使用している水道管の劣化や、ご利用の方法などによっても赤水や残留

塩素の低下などが起こり、水質の悪化につながることがあります。 

 このため、水道局では定期的な水質検査を行い、適切な水質管理を行うととも

に老朽管などを計画的に更新し、良好な水質の確保を図っております。 
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４ 定期的な水質検査の項目、頻度及び地点               

 

(1) 法令に基づく検査 

① 毎日検査項目(3 項目) 

給水栓において、毎日検査することが義務付けられている項目です。 

給水区域別に計 18 箇所を選定し検査を行います。 

番号 毎 日 検 査 項 目 評  価 
検査頻度／年 

18 箇所 

１ 色 異常のないこと 365 回 

２ 濁り 異常のないこと 365 回 

３ 消毒の残留効果（残留塩素） 0.1 mg/L 以上 365 回 

② 水質基準項目（表－６及び表－７） 

給水栓において、基準値以下で給水することが法令で義務付けられている

51 項目の検査です。 

各簡易水道や小規模水道の給水区域毎に、給水栓 1 地点を選定し、法令に

定める頻度で検査を行います。 

なお、各給水栓での水質状況等により、検査項目及び検査頻度を 5 種類に区

分しています。 

(2) 長岡市が独自に行う検査 

① 水質基準項目（表－６及び表－７） 

各簡易水道及び小規模水道の原水は年１回、消毒副生成物等を除く水質基

準項目について検査を行います。また、給水区域が広い簡易水道については、

給水した水道水の水質状況を確認するため、確認地点を複数設けて検査を行

っています。 

各検査地点の検査項目及び頻度は、表－６のとおりですが、表示は最低頻

度であり、各検査地点で季節などによる水質の変動により水質管理上必要と

思われる項目については、適宜検査を行います。 

② クリプトスポリジウム等の検査 

クリプトスポリジウム、ジアルジア及び指標菌については、厚生労働省が

定めた「クリプトスポリジウム等対策指針」に基づき検査を行います。 

(3) 検査地点（図－2） 

長岡市内には、14 箇所の簡易水道及び小規模水道があり、法令に基づく給水

栓の検査は 15 箇所、長岡市が独自に行う検査は、原水と給水栓を合わせて 18

箇所で採水し、検査しています。 

 

法末
西倉第１、西倉第２

虫亀、新山
繁窪

八王子、川口中央
山葵谷、明道、入東
西中野俣、まんさく

一之貝 山野田

1
クリプトスポリジウム
ジアルジア

1 1 3 1

2
指標菌
（大腸菌、嫌気性芽胞菌）

4 3 4 3 8 1

番
号

項目

検査頻度／年

簡易水道（小規模水道）原水
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給水栓

A B C D E F

① 〇 〇

② 〇 〇

③ 〇 〇

④ 〇 〇

竹沢地区 〇

種苧原地区 〇

⑥ 〇 〇

⑦ 〇 〇

⑧ 〇 〇

⑨ 〇 〇

繁窪地区 〇 〇

西中野俣地区 〇 〇

⑪ 〇 〇

⑫ 〇 〇

川口和南津（八郎場）地区 〇

川口荒谷地区 〇

川口田麦山地区 〇

〇

〇

※　山古志簡易水道の原水検査は、上水道の妙見浄水場の検査と兼ねる。

※　中野俣地区簡易水道は、2つの地区で水源が異なるため、それぞれの原水について検査を行う。

※　西倉簡易水道は、水源が2箇所あるため、それぞれの原水について検査を行う。

西倉簡易水道 ⑭ 〇

入東地区簡易水道

山葵谷簡易水道

川口中央
簡易水道

⑬ 〇

新山簡易水道

まんさく簡易水道

明道簡易水道

中野俣地区

簡易水道
⑩

一之貝簡易水道

検査地点

地

点
番

号

長岡市が独自に行う検査

山野田小規模水道

法末簡易水道

八王子小規模水道

虫亀地区簡易水道

山古志

簡易水道
⑤

法令に基づく検査

給水栓（蛇口）

原水

「水質基準項目に係る水質検査」 

表－6．各検査地点における検査区分一覧 
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給水栓

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ E F

1 一般細菌 12 12 12 4 4 12 1

2 大腸菌 12 12 12 4 4 12 1

3 カドミウム及びその化合物 0.003 mg/L以下 1 1 1 1 1 1

4 水銀及びその化合物 0.0005 mg/L以下 1 1 1 1 1 1

5 セレン及びその化合物 0.01 mg/L以下 1 1 1 1 1 1

6 鉛及びその化合物 0.01 mg/L以下 1 1 1 1 1 1

7 ヒ素及びその化合物 0.01 mg/L以下 1 1 1 1 1 1

8 六価クロム化合物 0.02 mg/L以下 1 1 1 1 1 1

9 亜硝酸態窒素 0.04 mg/L以下 1 1 1 1 1 1

10 シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01 mg/L以下 4 4 4 4 4 1

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10 mg/L以下 1 1 1 1 1 1

12 フッ素及びその化合物 0.8 mg/L以下 1 1 1 1 1 1

13 ホウ素及びその化合物 1.0 mg/L以下 1 1 1 1 1 1

14 四塩化炭素 0.002 mg/L以下 1 1 1 1 1 1

15 1,４-ジオキサン　 0.05 mg/L以下 1 1 1 1 1 1

16
シス-1,2-ジクロロエチレン及び

トランス-1,2-ジクロロエチレン
0.04 mg/L以下 1 1 1 1 1 1

17 ジクロロメタン 0.02 mg/L以下 1 1 1 1 1 1

18 テトラクロロエチレン 0.01 mg/L以下 1 1 1 1 1 1

19 トリクロロエチレン 0.01 mg/L以下 1 1 1 1 1 1

20 ベンゼン 0.01 mg/L以下 1 1 1 1 1 1

21 塩素酸 0.6 mg/L以下 4 4 4 4 4

22 クロロ酢酸 0.02 mg/L以下 4 4 4 4 4

23 クロロホルム 0.06 mg/L以下 4 4 4 4 4

24 ジクロロ酢酸 0.03 mg/L以下 4 4 4 4 4

25 ジブロモクロロメタン 0.1 mg/L以下 4 4 4 4 4

26 臭素酸 0.01 mg/L以下 4 4 4 4 4

27 総トリハロメタン 0.1 mg/L以下 4 4 4 4 4

28 トリクロロ酢酸 0.03 mg/L以下 4 4 4 4 4

29 ブロモジクロロメタン 0.03 mg/L以下 4 4 4 4 4

30 ブロモホルム 0.09 mg/L以下 4 4 4 4 4

31 ホルムアルデヒド 0.08 mg/L以下 4 4 4 4 4

32 亜鉛及びその化合物 1.0 mg/L以下 1 1 1 1 1 1

33 アルミニウム及びその化合物 0.2 mg/L以下 1 1 1 1 1 1

34 鉄及びその化合物 0.3 mg/L以下 1 1 1 1 1 1

35 銅及びその化合物 1.0 mg/L以下 1 1 1 1 1 1

36 ナトリウム及びその化合物 200 mg/L以下 1 1 1 1 1 1

37 マンガン及びその化合物 0.05 mg/L以下 1 1 1 1 1 1

38 塩化物イオン 200 mg/L以下 12 12 12 4 4 12 1

39 カルシウム、マグネシウム等（硬度） 300 mg/L以下 4 1 1 1 1 1

40 蒸発残留物 500 mg/L以下 4 4 1 4 1 1

41 陰イオン界面活性剤 0.2 mg/L以下 1 1 1 1 1 1

42 ジェオスミン 0.00001 mg/L以下 1 1 1 1 1 1

43 2-メチルイソボルネオール 0.00001 mg/L以下 1 1 1 1 1 1

44 非イオン界面活性剤 0.02 mg/L以下 1 1 1 1 1 1

45 フェノール類 0.005 mg/L以下 1 1 1 1 1 1

46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 3 mg/L以下 12 12 12 4 4 12 1

47 ｐH値 12 12 12 4 4 12 1

48 味 12 12 12 4 4 12

49 臭気 12 12 12 4 4 12 1

50 色度 5 度以下 12 12 12 4 4 12 1

51 濁度 2 度以下 12 12 12 4 4 12 1

番

号
水質基準項目 基準値

検査頻度／年

長岡市が独自に行う検査法令に基づく検査

給水栓（蛇口）
原水

100 CFU/ｍL以下

検出されないこと

5.8～8.6

異常でないこと

異常でないこと

表－7．各検査区分における検査内容一覧 
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    日 

  本 

海 

  信 

  濃 

  川 

   魚 

  野 

 川   渋 

  海 

 川 

刈 
田 谷 川 

 

□1  
□2 ● 

 

□3 ● 

 

□4 ● 

 

□5 ● 

 

□5 ● 

 

□6 ● 

 

□7 ● 

 

 
□8 ● 

 

□9 ● 

 

□10 ● 

 
□10 ● 

 

□11 ● 

 

□12 ● 

 

● 

 
□13 ● 

 

 

山古志地域 

栃尾地域 

川口地域 

小国地域 

□1 山野田小規模水道 

□2 法末簡易水道 

□3 八王子小規模水道 

□4 虫亀簡易水道 

□5 山古志簡易水道 

 ・竹沢地区 

 ・種苧原地区 

□6 一之貝簡易水道 

□7 新山簡易水道 

□8 まんさく簡易水道 

□9 明道簡易水道 

□10 中野俣地区簡易水道 

 ・繁窪地区 

 ・西中野俣地区 

□11 入東地区簡易水道 

□12 山葵谷簡易水道 

□13 川口中央簡易水道 

  ・川口和南津 

（八郎場）地区 

  ・川口荒谷地区 

 ・川口田麦山地区 

□14 西倉簡易水道 

 

簡易水道等水質検査地点図

□13  

 

 

 

 

図—2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

● 毎日検査地点（全 18 箇所） 

□13 ● 

 

□14 ● 
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５ 臨時の水質検査                            

 

次のような状況の発生によって、水質基準に適合しないおそれがある場合、直ち

に取水を停止するなど必要な措置をとるとともに、臨時の水質検査を行います。 

・ 水源の水質が著しく悪化したとき 

・ 水源に異常があったとき 

・ 水源付近、給水区域及びその周辺において消化器系感染症が流行しているとき 

 ・ 浄水過程に異常があったとき 

 ・ 水道施設が著しく汚染されたおそれがあるとき 

 ・ その他特に必要があると認められたとき 

水質検査項目は原則的に全項目とし、状況に応じて項目を決定します。 

    

 

６ 水質検査の方法                            

 

  毎日検査項目及び水質基準項目の検査は、国が定めた検査方法(水質基準に関す

る省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法)等によって行います。 

その他の項目の検査方法は、上水試験方法(日本水道協会)等によって行います。 

7 自己検査、委託検査の区分                            

 

小国地域、川口地域については、水道局水質検査センターで自己検査を行います。 

栃尾地域及び山古志地域の全ての検査とクリプトスポリジウム及びジアルジアに

ついては、水道法第 20 条第 3 項の厚生労働大臣の登録を受けた者に検査依頼しま

す。 

ただし、臨時検査等の速やかな対応が必要な場合は自己検査を実施します。 
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8 水質検査計画及び検査結果の公表                   

 

水質検査計画は、毎事業年度の開始前に作成し、水道局の本局及び各営業所並び

にアオーレ長岡東棟 1 階の情報ラウンジで閲覧できるようにし、水道局のホームペ

ージにも掲載します。 

本検査計画に基づき実施した水質検査結果は、「水質年報」として、水質検査計

画と同じ場所でご覧いただくことができます。さらに水道局のホームページでは、

各地域の給水栓で実施している毎月の検査結果を公表し、適宜更新しています。 

また、皆様から寄せられたご意見や水道局が行った検査結果などを基に、検査内

容の評価・見直しを行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 水質検査の精度と信頼性保証                      

 

水道局では、水質検査結果の信頼性を確保するため、平成 27 年 2 月 24 日に水道

GLP (水道水質検査優良試験所規範)の認定を取得しました。4 年毎

に更新審査を受け、正確かつ精度の高い検査体制の維持・向上を

図るとともに、分析機器の整備や検査技術の向上に努めています。 

また、水質検査の結果は水道水の安全性の保証において最も重要

であることから、検査依頼する検査機関についても次の基準を満

たすことを条件としています。 

(1) 水質検査の精度 

基準値及び目標値の 1／10 の定量下限が得られ、基準値及び目標値の 1／10 付

近の測定において、変動係数(CV)が無機物では 10％以下、有機物では 20％以下

の精度が確保できること。 

(2) 信頼性の保証 

ISO9001、水道 GLP 等の認証を取得し、検査結果の信頼性を客観的に保証され

た検査機関であること。また、国等が行う精度管理の評価試験に積極的に参加す

るとともに、内部精度管理や妥当性評価を実施し検査の信頼性保証に努めること。 

 

10 関係機関との連携                           

 

水源及び流域で水質汚濁事故等が発生した場合は、県及び市の関係機関等と連携

し、迅速かつ適切に対応します。 

お 
客 
様 

水質検査計画 

水質検査の結果 

ご意見 
検査の実施 

検査結果の評価 

計画の見直し 
公表 
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番号 用 語 説     明 

注1 水質基準 
水道法第4条により、水道水として使用するために定められ

た水質の基準のこと 

注2 原水 水道水を作るために取水した、河川水や地下水などのこと 

注3 浄水処理 凝集沈でん、急速ろ過及び塩素消毒などの一連の処理の総称 

注4 表流水 
表地面を流れる水のことで、河川や湖沼の水のこと 

地下を流れる水の「伏流水」に対して用いられる語 

注5 凝集沈でん 
河川水の濁りを取り除くために、薬品を入れて濁りを凝集

し、沈める処理のこと 

注6 急速ろ過 
小石や砂の層に水を通し、濁りなどを除去する処理方法 

他のろ過方法には、緩速ろ過や膜ろ過などがある 

注7 消毒副生成物 
水中の有機物と消毒に用いる塩素が反応して生成される物質

の総称 

注8 トリハロメタン 

消毒副生成物の一種で、クロロホルム・ブロモジクロロメタ

ン・ジブロモクロロメタン・ブロモホルムの4種類の物質の

総称 

注9 残留塩素 
塩素処理の結果、消毒効果をもつ有効塩素として、消失せず

に水道水中に残留している塩素のこと 

注10 赤水 
水道管が古くなり、錆びることなどによって、水道水に赤茶

色の錆が混じった水のこと 

注11 
クリプトスポリジウム、 

ジアルジア 

ヒトの腸に感染して下痢を起こす病原性微生物 

塩素に耐性があり、塩素消毒の効果がない 

注12 指標菌 
大腸菌及び嫌気性芽胞菌のことで、クリプトスポリジウム等

の汚染の指標としている 

注13 

ぺルフルオロオクタンスルホン

酸（PFOS）及びぺルフルオロ

オクタン酸（PFOA） 

環境中で分解されにくい有機フッ素化合物の一種で、水や油

をはじく、熱に強い等の性質を持ち、撥水剤や泡消火剤等と

して広く使用されていた 

注14 定量下限 水質検査において、測定できる濃度または量の下限のこと 

注15 変動係数（CV） 
データのばらつきを示す尺度であり、平均値に対する相対的

な誤差を表した係数 

注16 膜ろ過処理 
原水を小さな穴があいた膜に通して、小さな不純物を分離除

去する処理方法 

注17 活性炭吸着処理 
活性炭を充填した吸着塔に処理水を通して、水中の有機物を

除去する処理方法 

注18 伏流水 川の地下（砂や砂利の層）を流れる水・・・表流水の対義語 

注19 紫外線処理 水に紫外線を照射して殺菌を行う消毒方法 

表－８．用語説明一覧 


